
新型コロナウイルス？

と思ったら、

まずは大学へ連絡を！

※右のいずれかの状況に

当てはまる場合は、

フロチャートA～Cに沿って

行動してください

連絡先

① 「コロナ関連報告フォーム」

https://forms.gle/6ASzmTSG93UJ6KR68

判断に困る場合や

緊急に連絡をしたいことがある場合は…

② 医務室（平日8:30～17:00）

TEL：011-688-2319（直通）

発熱等の風邪症状がある

(自分自身が感染した疑いがある）

・発熱等の風邪症状がある

・病院を受診してPCR検査等を受ける

同居家族が感染した、

または感染した疑いがある

（自分自身が濃厚接触者となる疑いがある）

・同居家族が感染した

・同居家族が発熱等の風邪症状でPCR検査等を受ける

・同居家族が濃厚接触者となった、または、

学校や勤務先で学級閉鎖や出勤停止の指示を受けた

知人が感染した

（自分自身が濃厚接触者となる疑いがある）

感染者と最近（目安は発症の2日前から）、

以下のいずれかの接触があった

①マスクを外し1ｍ以内で15分以上会話した

②一緒に食事をした

③課外活動などで、身体の接触を伴う活動、

マスクを外した活動、大きな発声があった

④車内など換気の悪い場所で15分以上会話をした

⑤宿泊を伴う活動や旅行をした

フローチャート

へA

フローチャート

へB

フローチャート

へC

登校判断フローチャート
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発熱等の風邪症状がある(自分自身が感染した疑いがある）場合

①自宅待機

発熱等の

風邪症状がある

場合は、

登校を控える

②大学への報告

欠席する授業等があれば

「発熱等の欠席フォーム」

で報告（出席停止※１の手続

きをとる）

医療機関を

受診

PCR検査等を受けた、

または受ける予定がある場合は、

「コロナ関連報告フォーム」で大学へ報

告（検査結果を待たずに、まずは報告す

る）

⑥療養と大学への報告

保健所の指示に従い療養

（療養先と療養期間がわか

りしだい医務室※２へ報告）

発症日から10日間経過し、

かつ症状軽快後72時間経過

していれば登校再開

（療養期間に変更がある場

合は医務室※２へ報告）

⑦登校の再開

体調不良がなければ登校可

（ただし、受診先の医師か

ら指示があればそれに従

う）

受診先がわからない場合は、

札幌市のホームページで 発熱外来 を検索、

または WEB7119 電話：＃7119 で相談

（札幌市以外に在住の場合は地域の方法に

従う）

※1 出席停止については、

HUSナビの「特別欠席届、出席停止期間記録簿の提出について」

（https://navi.hus.ac.jp/download/period/ を参照）

新型コロナウイルス以外の『学校で予防すべき感染症』と診断された場合は、

「発熱等の欠席フォーム」で診断名を報告

（詳細については、https://navi.hus.ac.jp/health-care/disease/ を参照）

陰性の場合陽性の場合

※２ 医務室

（平日8:30～17:00）

TEL：011-688-2319（直通）

E-mail：imushitsu@hus.ac.jp

「発熱等の欠席フォーム」
https://forms.gle/L2ByKHafZJup7Zv76

「 コロナ関連報告フォーム」
https://forms.gle/6ASzmTSG93UJ6KR68

A
③病院受診 ④大学への報告

⑤大学への報告

検査結果を医務室※２へ報告
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登校せずに、「コロナ

関連報告フォーム」

で大学へ報告

①大学への報告「 コロナ関連報告フォーム」

https ://forms.gle/6ASzmTSG93UJ6KR68

同居家族が感染した、または感染の疑いがある（自分自身が濃厚接触者となる疑いがある）場合

自分自身に体調不良がない

自分自身に体調不良がある

医療機関を受診

（受診前に電話

し、「感染者と

接触があった」

ことを伝える）。
の④へ

同居家族が感染した
同居家族が発熱等の風邪症状で

PCR検査等を受ける

同居家族が濃厚接触者となった、または、学校や

勤務先で学級閉鎖、出勤停止の指示を受けた

自分自身にPCR検査等

の予定がない

自分自身がPCR検査等

を受ける

③自宅待機

原則、感染者の発症日 または、住居内で感染対

策を講じた日 のいずれか遅い日の翌日から7日

間は自宅待機（10日間は健康観察期間）

※ただし、4、5日目に抗原検査を実施し両日とも

に陰性が確認されれば条件付きで短縮可

④登校の再開

体調不良がなければ、待機期間終了後に登校再開

（体調不良がある場合は医務室※２へ報告）

⑥大学への報告

同居家族の検査予定を医

務室※２へ報告し、結果

が出るまでは登校不可

陽性の場合

陰性の場合

陽性の場合

受診先がわからない場合は、

札幌市のホームページで 発熱外来 を検索、

または、WEB7119 電話：＃7119 で相談

（札幌市以外に在住の場合は地域の方法に従う）

陰性の場合

検査予定日と結果を

医務室※２へ報告

自分自身と同居家族に

体調不良がなければ登校可

（ただし、同居家族の自宅待機期間中

は、十分な感染予防対策をとる）

B

A

の⑥へ

A
自分自身に

体調不良がな

ければ登校可

※２ 医務室

（平日8:30～17:00）

TEL：011-688-2319（直通）

E-mail：imushitsu@hus.ac.jp

②病院受診

⑤大学への報告
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①大学への報告

④病院受診

医療機関を受診

（受診前に電話し、

「感染者と接触が

あった」ことを伝え

る）

⑤大学への報告

受診結果を

医務室※２へ報告

PCR検査等で陽性

受診先がわからない場合は、

札幌市のホームページで

発熱外来 を検索、

または、WEB7119 電話：

＃7119 で相談

（札幌市以外に在住の場合

は地域の方法に従う）

それでも受診先がみつからない

ときは医務室※２へ相談

PCR検査等で陰性

または検査を未実施

自分自身に

体調不良がある

原則、感染者と最後に会った日

（最終接触日）の翌日から

7日間は自宅待機

（10日間は健康観察期間）

※ただし、4、5日目に抗原検査

を実施し両日ともに陰性が

確認されれば条件付きで短縮可

自分自身に

体調不良がない

③登校の再開

体調不良がなければ、待機期間

終了後に登校再開

（体調不良がある場合は

医務室※２へ報告）

感染者と最近（目安は発症の2日前から）、以下のいずれかの接触があった

①マスクを外し1ｍ以内で15分以上会話した

②一緒に食事をした

③課外活動などで、身体の接触を伴う活動・マスクを外した活動、大きな発声があった

④車内など換気の悪い場所で15分以上会話をした

⑤宿泊を伴う活動や旅行をした

登校せずに、「コロナ関連報告

フォーム」で大学へ報告

「 コロナ関連報告フォーム」

https ://forms.gle/6ASzmTSG93UJ6KR68

の⑥へ

A

C 知人が感染した（自分自身が濃厚接触者となる疑いがある）場合C

※２ 医務室

（平日8:30～17:00）

TEL：011-688-2319（直通）

E-mail：imushitsu@hus.ac.jp

②自宅待機
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